
❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅ 

  

 

 

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅ 

 

 

 

 

                       枅川区長 福井良美 

 新緑あふれる初夏、近年の気候変動にて本来の季節感が薄れる日々の中、地区の

皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 ４月より神戸地区の中で住民数が一番少ない枅川区長を務めることとなり、その

重責を日々痛感しております。 

60 才以上が約 60％を占める地区の現状を踏まえて、従来行ってきた行事を見

直し、皆様方の負担を少しでも軽減した「持続可能な地域活動」をめざし、自然豊

かな史跡のある中で暮らせる地区にするため、皆様方のご理解とご協力で、一歩づ

つ微力ではありますが区長としての務めを果たしてまいりたいと思いますのでよろ

しくお願い致します。 

 

下神戸区長 大北啓之 

 この度、下神戸区長に選任されました大北です。微力ではございますが皆様にご

指導ご協力を頂きながら、地域社会の共同活動を行って参ります。 

 さて、昨今の気候変動に伴う自然災害は至る所でその被害を拡大しています。 

昨年、国連のグテーレス事務総長は「地球温暖化の時代は終わり地球沸騰化の時代が到

来した」と揶揄するほどです。また、国内外問わず地震による大災害も起きています。 

 少子高齢化が進みお年寄りの一人住まいが増える中、益々家族や地域の交流によ

る情報共有が重要となり、「気付き、見守り、助け合い」の精神が強く求められる

時代になったと感じます。「かゆいところに手が届く行動」を目標に一歩一歩です

が活動して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

古郡区長 東瀬正範 

令和 6 年度、古郡地区の区長を仰せつかりました。何分にも不慣れでご期待に添

えず充分な活動ができるかどうかわかりませんがどうぞよろしくお願い致します。 

古郡地区は、少子高齢化の典型的な地区で平均年齢は５９歳。区民１１１人の内２

０歳以下は１１名、７０歳以上５１人です。また若者が故郷を離れ、独り暮らしの家

も８戸あります。地域住民が暮らしやすい環境をつくるためにも皆様方のご意見を取

り入れていかなければと思っております。テレビのニュースを見れば毎日のように安

全、安心な生活が危ぶまれています。人を思いやり温かい会話のできる地区にしたい

と熱望しておりますので区民の皆様のご協力をせつにお願い申し上げます。 
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朝日ヶ丘町自治会代表 入江幸男 

この度 朝日ヶ丘町自治会会長に就任致しました入江です。2019 年にも「誰が

なっても自治会長を務められる自治会に改革」との思いで自治会長に就任しました

が、本年度は「自治会が管理している汚水処理施設を伊賀市へ移管すべき」との方

針で二度目の会長に就任することとなりました。私は本年 4 月で後期高齢者となり

ました。体力・気力とも職責に耐えられると自己判断していますが、齢には勝てな

いこともあるかと思います。 

 安心、安全で持続可能な地域づくりはどうあるべきかを考えながら、私に課せら

れた職責を果たせられればと願っています。 

令和の時代に、昭和の考え方を押し付けることなく、住民自治協議会のあり方に

ついても提言していきたいと考えています。 

皆様方のご協力とご指導の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

指定管理者制度とは？ 

公共施設を民間事業者等（営利企業、ＮＰＯ法人、地域団体など）が管理・運営

することにより、その施設をより効果的・効率的に運用していくことです。 

神戸地区に置き換えると、神戸地区市民センターの運営を伊賀市から神戸地区住

民自治協議会が委託を受けて運営することです。 
 メリット デメリット 

①雇用関係 地域の実情に応じた雇用が可能 地域が労務管理を行う 

例）職員の雇用、給与の支払い、 

税務処理、労務規定の作成等 

直営（現在）１日７時間、週５日勤務。２名で対応 

②センター業務 

 自治協業務 

指定管理業務（センター業務）

と自治協業務を効率的に運用で

きる。 

センター業務と自治協業務を特定のスタ

ッフが担うことにより、過度な負担がか

からないように注意が必要。 

直営（現在）センター職員は、施設の管理業務が主な業務のため、自治協へのサポート業務は 

限定的となる（職務専念義務に抵触する） 

 神戸地区住民自治協議会といたしましては、令和７年度から指定管理者制度を導

入するか？現在役員会にて協議中です。 

 

 

 

本年度は慰霊祭の規模を新型コロナウイルス感

染症前に戻し、令和６年４月２５日(木)午後１時か

ら、ご遺族・来賓・関係者等合わせ５５名が出席し

神戸神社（護国神社）にて執り行われました。 

当日は、天候にも恵まれ神戸地区戦没者に哀悼

の誠を捧げるとともに不戦の誓いをあらたにいた

しました。 令和６年度 慰霊祭会場 

神戸地区市民センターの指定管理者制度導入について



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

開催日時：令和６年６月１４日(金) 午前 9 時３０分～午前１１時３０分まで 

開催場所：「北斗の館」イベントスペースにて 

企    画：神戸地区住民自治協議会 産業部会 

※予定出展者と出展物 

前山智子（枅川）手作りアクセサリー  

土堀直子（比土）インテリア布製品  

松本  剛  （比土）木工品、伊勢型紙  

森岡  稔  （下神戸）盆栽、小石置物  

皆様のお越しをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

開催日時：令和６年６月２７日(木) 午後１時３０分～（受付/午後 1 時から） 

講  師：園芸研究家 奥 隆善 さん 

開催場所：神戸地区市民センター 洋室 

参 加 料：１,７００円（当日、受付時にお支払いください） 

定  員：３０名程度（先着順） 

申 込 み：神戸地区市民センター窓口又はお電話にて申し込んでください 

      ０５９５－３８－１３００（平日午前９時から午後５時まで） 

持 ち 物：軍手・持ち帰り用の大きな袋またはビニール風呂敷 

 ※材料手配の都合上、申込み後のキャンセルは必ずご連絡ください。 

  なお、直前のキャンセルは参加費のご負担と現品のひきとりをお願いする 

場合があります。 
 

 
 

日  時 行  事  名 場  所 

６月 ４日（火） 13:00～ 「ヨガ教室」 和  室 

６月 ７日（金） 10:00～ 三重県・神戸自治協ヒアリング 洋  室 

６月１３日（木） 19:30～ 「ヨガ教室」 和  室 

６月１４日（金） 10:00～ 第３回 事前打合せ 洋  室 

６月１４日（金） 19:00～ 伊賀市神戸地区防災減災講演会 和  室 

６月１５日（土） 19:00～ 第２回 健康スポーツ部会 洋  室 

６月１７日（月） 10:00～ 第３回 役員会 洋  室 

６月１８日（火） 13:00～ 「ヨガ教室」 和  室 

６月２１日（金） 19:00～ 第１回 運営委員会 洋  室 

６月２７日（木） 13:30～ 「寄せ植え教室」（詳細は本ページを参照ください） 洋  室 

６月２９日（土） 19:00～ 第３回 教育文化部会 洋  室 

第５回「かんべ物産展」 


